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会
長
あ
い
さ
つ

昭和時代に水質汚染と戦う全国各地の同志の結集で発足した当会もその

後、汚染問題そのものの克服や、それぞれの団体の財政難などの理由により

残念ながら会員数は年々減り続けています。

　しかし、地球環境を含む生態系への影響、異常気象による各地での水害

など国家レベルで新たな水問題が次 と々おこり、それに対する挑戦も多様化

し、時代は令和に移りました。

　新たな時代を迎え、当会としても改めて水問題の定義を幅広くしっかりと

捉え、関係省庁との連携を図り、各地で水問題に取り組んでおられる各団体

の皆様のための航海地図および羅針盤の役割をしっかりと果たしてまいりたい

と考えております。そのためにも、分野別に会員数を増強し、活動を支援する

強固な体制を再構築する必要があります。

　ピンチはチャンス、という言葉があります。問題は、新たなビジネスチャンス

にもつながります。先日横浜で開催されたアフリカ開発会議TICAD7の宣言

の中でも、「人を持続可能な開発の中心に置く上で、海洋、湖、河川、その他の

水資源の経済的な潜在力を最大限活用することにおける持続可能なブルー

エコノミーの重要性を認識する」と明記されています。地域で取り組む水対策

は、グローバルな流れの一部です。その価値をきちんと評価して還元できる社

会を目指してまいります。

一般社団法人 日本の水を守る会
会長  米長  晴信

令和時代の水問題への挑戦
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本年８月末の秋雨前線停滞による九州北部で大雨特別警報が出され、河川氾濫が相次ぎ、数十

年に一度の非常事態に陥り、人的被害を含む多大な被害を受けられた皆様へ、謹んでお悔みとお

見舞いを申し上げます。

さて、私は令和元年６月の総会で（一社）日本の水を守る会の副会長理事に就任いたしました。

昨年、設立４５周年を迎えた本会の伝統を守り、後世に青い地球を引き継いで行くために全力をも

って責務を全うする所存であります。

　地元の東京都葛飾区で活動する「葛飾の川をきれいにする会」は設立４７周年を迎えます。「日

本の水を守る会」の第２代会長の鯨岡兵輔代議士の地元であり、昭和５５年、鯨岡兵輔代議士が環

境庁長官当時に国連で「環境への警鐘は国境を超えて鳴り響いている。我々は、その警鐘に目覚め

なければならない。」と言われた言葉を今もって肌で実感しております。

以来、環境保全の共同活動として、地域の小中学校、学童保育クラブでの課外授業、区の子供た

ちと一緒に河川清掃、水質調査、外来種の展示、釣り体験、子供凧作り・凧揚げ大会、さらには水中

探査機「葛飾っ子１号」での水質調査、広報宣伝活動、環境保全団体との相互協力、環境教育の

普及啓発に関する活動を連携・協力して実施しております。

又、葛飾区は新潟県五泉市と包括協定を結び、１１月に五泉市能代川でサケの遡上調査を水中

探査機「葛飾っ子１号」で行い、遡上したサケの受精卵６００個を葛飾区の小学校でふ化・飼育観察

して稚魚を３月に能代川に放流、小学生の夏休み自然環境体験学習等、年々交流の輪が広がり、引

いては生物多様性の認識を高める活動に繋げております。

さらに、平成２９年から毎年、五泉市が新潟県花のチューリップを数千球葛飾区に寄贈し、令和元

年には３万球を植栽する夢の計画中で、春には色とりどりのチューリップが葛飾区を飾ることになる。

「葛飾の水をきれいにする会」は、先頭に立ってこれらの事業の推進して行く事にしております。

かかる地元での事業の情報を中央に集結して、その情報を共有することによって、各地で対応出

来る事業を実施することにより、相当な環境保全に貢献できると期待されます。

最近は、多くの方々が環境保全に配慮して、本会の設立当時の環境からは、大きく改善されて来

ていることは誠に喜ばしいことです。

２０１５年９月の国連サミットで採択されたSDGｓ（持続可能な開発目標）１７の目標のうち、６「安全

な水とトイレを世界中に」で、「すべての人に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保する」と

あり、「２０３０年までに世界的規模で水質を改善する。」としており、まさしく本会の基本理念に合致し

たものであります。

本会は、今後も設立当初の基本理念の下、一人でも多くの方々に「水資源を守る」ことの重要性を

認識して頂き、水環境の保全推進により、国民の健康と生活環境の保全に寄与して参ります。

一般社団法人 日本の水を守る会
副会長  齋藤  徳好

（葛飾の川をきれいにする会  会長）

基本理念の再認識を令
和
元
年
6
月
の
総
会
で
副
会
長
理
事
に
就
任
い
た
し
ま
し
た
。
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平成も三十一年をもって終え、令和の時代に移りまし
た。昭和の高度成長と都市化とともにはじまり、深刻化し
た水質汚濁という公害の時代、人の健康問題からよりよ
い環境、水生生物保全、ひいては水生態系保全といった
ものに概念が広がった平成における水環境の時代、更
には、水循環といったキーワードで改めて考え直す流域
管理、特に表流水と地下水を一体に考えていく、拡張さ
れた流域管理、水文管理が新たに加わり、量・質の両面
はもちろん、より統合的に水環境を問い直す時代となった
のが、令和に移行した今のように思います。
これからの令和の時代、特に水に携わる関係者がど
のような認識で水の問題に向かい合うことになるのか、
水環境行政の立場で思いつくところを述べたいと思い
ます。
公害対策という昭和の時代の環境行政のキーワード

は、全国一律と予防対策の徹底であったと思います。深
刻な健康被害、公害病を防ぎきれなかった我が国の反省
として、全国一律の環境目標である「環境基準」を設定
し、最低限の予防措置としての全国に適用する一律排
水基準を基本施策としました。公害対策基本法、水質汚
濁防止法といった施策体系です。
水質環境基準健康項目はわずか１０項目足らずで、重

金属を中心とした有害金属が主でした。その後、有機塩
素系化合物の汚染が顕在化し、発がん性という新たな
有害性に注目した項目拡充が起こりました。昭和の終わり
から平成のはじめの時期です。表流水だけでなく地下水

汚染、土壌汚染が注目された時期でもあります。
一方、生活環境項目に象徴される一般水質汚濁問題

は、腐敗、悪臭などを引き起こす貧酸素化、無酸素化、そ
の潜在的汚濁を評価するBODを中心とする水質指標か
ら、富栄養化対策としての窒素・リン管理や濃度規制だ
けでなくある一定水域に流入する汚濁総量、これを管理
使用する負荷量規制、総量規制を施策体系に加えること
となりました。
平成の中期以降では、有害物質対策を人の健康だけ

でなく、水生生物に広げ、いわゆる水の生態系保全に施
策体系を広げています。
そして今現在の取り組みは、ある意味原点に戻る貧酸
素問題に新たな観点を持ち込んだ「底層溶存酸素量」
という環境基準の具体的な適用と古くて新しい衛生指
標「大腸菌」問題になります。半世紀近い水環境行政の
歴史の中で、公害問題初期の頃の対応にもう一度立ち
返り、良好な水環境とは何か改めて問い直す局面にな
っているように思います。このような中、令和という新たな
時代においては、「地域合意に基づく環境目標の設定」
というのがキーワードになるように思います。利水障害解
消型の施策体系から、よりよい環境を目指すといったとき
に、各々の地域の水環境に何を期待するかを、地域毎に
様々な関係者が集い、考えて目標設定していく、新たな
地域主導型の環境保全の取り組みが次なる時代の環
境保全を支えていくものと考えているところです。

水の時代・令和に寄せて

水・大気環境局
水環境課長　筒井 誠二

特集　｜　令和は水の時代
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1. はじめに
我が国では、戦後復興や荒廃した国土の緑化のため

造林したスギやヒノキ等の人工林が約１千万ヘクタール
あり、その半数が一般的に利用可能な50年生以上となっ
ています。国産材の自給率も36.2％に上昇し、充実した資
源を「伐って、使って、植える」という森林を循環利用でき
る時代に入っています。
森林が水源涵養等の役割を持続的に果たすために

は、所有者が責任をもち森林を管理することが重要であ
り、森林の循環利用が所有者の関心を高める契機にな
ればと考えています。
一方、全国で所有者が分からない土地の取扱が問題

となる中、森林も同様に所有者不明や、土地の境界未確
定という課題があり、更には森林経営に対する所有者の
意欲が低下しているなどの問題があります。
このような状況に対応するため本年4月から始まった
森林経営管理制度について紹介させていただきます。

2. 森林経営管理制度等の概要
森林経営管理制度は、適切な経営管理が行われない

森林を、市町村が仲介役となって、その経営管理を林業
経営者に委ねる、あるいは市町村自らが経営管理を実施
し、林業の持続的発展と森林の多面的機能の発
揮を図るものです。
▶　森林経営管理制度（森林経営管理法）の概要
所有者自らが適切な経営管理を実施できない
森林について、市町村は所有者の同意を得て経
営管理を行うために必要な権利を取得（経営管
理権を設定）し、林業経営に適した森林は林業経
営者に経営管理を委託（経営管理実施権の設
定）。一方、林業経営者に委託できない森林は市
町村自らが経営管理を実施。

▶　森林整備の考え方
林業経営に適した森林は林業的利用を積極的に推
進し、それ以外の森林は管理コストがあまりかからない自
然に近い森林へ誘導。また、この制度の創設を踏まえ、
市町村等が実施する森林整備やその促進に関する施
策に必要な財源に充てるため、森林環境譲与税を新た
に創設。

3. おわりに
世界では「ＳＤＧs」（持続可能な開発目標）において17

の目標と169の達成基準を掲げ、持続的な開発に取り組
むこととなっています。
森林の水源涵養機能は目標６「安全な水とトイレを世
界中に」と目標11「住み続けられるまちづくりを」に貢献
し、その目標達成に向けて日本は、持続可能で強靱な国
土と質の高いインフラの整備のため治山事業や健全な
水循環の確保等に取り組むこととしています。
水源を育むことは、身近な生活とともに、より大きな社会

を守ることとなることから、林野庁では水源涵養機能が
持続的に発揮されるよう健全な森林の整備・保全に引き
続き取り組んでまいります。

森林経営管理制度を活用した
水源林の整備促進に向けて

林野庁治山課総括課長補佐
諏訪 幹夫

森林経営管理法の概要

特集　｜　令和は水の時代



内水面漁業は、アユ、ワカサギ、ウナギ、コイ等和食
文化と密接にかかわる食用水産物や錦鯉を始めとし
た鑑賞用水産物を供給するほか、内水面漁業協同組
合（内水面組合）による増殖や環境の保全・管理を通
じ、釣り場や自然体験活動の場といった自然と親しむ
機会を国民に提供する等の多面的機能を発揮してい
ます。
　一方、内水面組合は高齢化等により組合員数が
減少している他、オオクチバス等の外来生物やカワウ
による食害による収益性悪化等により体質が脆弱化
し、内水面水産資源の安定的な供給や多面的機能
の発揮に支障を来すことが懸念されています。
　このような中、昨年、水産改革として水産業協同

組合法が改正され、内水面の組合員資格について、
河川と湖沼の組合員資格を統一するとともに、水産動
植物を増殖する者も組合員として加えることが可能と

なりました（図１）。内水面組合の種苗放流といった増
殖行為に参加していた地域住民等を組合員として迎
え入れることが可能となり、地域住民との連携強化によ
る漁場管理が期待されます。
また、漁業法改正も行われ、漁業権を免許された組
合には漁場を適切かつ有効に活用する責務が課せら
れるとともに漁場の活用状況等の報告が新たに義務
付けられることとなり、早急に内水面組合の体質強化
を図る必要があります。
　このため、平成31年度予算において、全国の内
水面漁協等のモデルとなるような漁場管理や内水面
漁業・養殖業活性化のための先進的な取組の支援等
を行う新規事業「やるぞ内水面漁業活性化事業」が
立ち上がりました（図２）。全国から種苗放流に頼らな
い増殖、ITCを活用した漁場管理など多くの取組みが
寄せられ、今後の展開が期待されます。

内水面漁業の活性化に向けて
～水産改革とやるぞ内水面漁業活性化事業～

水産庁増殖推進部栽培養殖課
課長補佐　染川 洋

図１　水協法改正（内水面組合制度の見直し）

特集　｜　令和は水の時代
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　今こそ組織を見直し、漁場を適切かつ有効に活
用できる漁場管理を実現する時です。水産庁では、内

水面漁業の活性化に積極的に取り組む内水面組合
の取組を今後もサポートしていきたいと考えています。

図２　平成31年度　やるぞ内水面漁業活性化事業　ご案内

第147号 7
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復興と水

私は、退職まで水産行政を中心に恵まれた三陸の海と
共に、36年間勤め、退職真近になった平成23年3月11日
に東日本大震災による津波が襲来し、夢かと思う現実を
見ることとなりました。この津波よって多くの家屋・人 を々失
ったことは言うまでもありません。
私は、津波の被害調査と再建への道筋を探るため、命

により予定より3か月後の6月末に退職に至りましたが、水
は生物にとって豊かでもあり、恐ろしいものと感じ、これを
後世に伝えていかなければと感じているところです。生物
は生きるために毎日の変化に対応して成長して生き、人
間はそれをうまく利用して生きてきました。しかし、今回の
震災のように一気に全てを飲み込んでしまう恐ろしいもの
と感じたことはありません。自分の家族は幸いにも何とか

助かり、この時ばかりは神様有難うございましたと言って
しましました。
その私が退職後、地元の要請によって、水を使う仕
事とは言え、まったく畑違いとなる海とは違った農業の
再生に取り組むこととなりました。農地は津波によって
120haある農地の殆どが瓦礫で埋め尽くされ、到底見
る影もない状態からのスタート（写真被災状況）。海の
水の力によって生物を育ててきた私が農地の立て直し
が出来るものかと疑心暗鬼の状態で取り組んだことを
思い浮かばれます。
農地の地権者は約400人で、その多くは家を失い、農
機具も失い、自分の家の再建を急がなければならない状
況の中で代々受け継いだ農地は再生したい。しかし、どう

復 旧 と 水

農事組合法人 サンファーム小友
代表理事組合長　佐藤 悦男

被災状況
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立て直していくのかが大きな課題でした。
とは言え、高齢化と農業機械を失った地権者にはどう

しようもなく、地域の担い手に全てを託すしかない状況に
おかれていました。
最終的な地権者の意見の一致には、約1年、十数回の
相談会を行い、これからの農業をと土地を守るため、区画
を大きくし、大型機械に対応するような農地に区画整理し
て、地域の担い手となる農業法人を立ち上げて永続的
な農業を目指すとした結論に達しました。
復旧には地元の地権者による瓦礫拾いや草刈り等

を行ったところですが、全国からの数多くのボランティ
アの方々にお世話になり、本当にいくら感謝してもしき
れません。

お陰様をもとまして震災から3年目の26年から農業法
人を立ち上げ、水を約20km離れた気仙川というところか
らポンプで送られてくる大変貴重な水を利用して水稲を
営んでいるところです。
今、「農事法人サンファーム小友」として活動し、今年

で早6年目に至りました。お陰様で、水稲・大豆・ニンニク・
玉ねぎを栽培しています。また、栽培するところの小さな
川にはメダカやフナ、カエルも生息するようになり、生物の
住む環境も復活してきています。今は貴重な水によってす
くすくと稲も育っていますし、若い担い手となる職員と共
に地域の担い手として活動しています。

復旧状況
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1. はじめに
「（一社）日本の水を守る会」様から原稿を依頼されま
したが、その活動を知らない者が何を書いたらよいのか
悩みました。東日本大震災が誘発した大津波を経験した
ことから水の恐さも大切さも体験しましたので、自然に生
かされている感謝を述べることとします。

2. 東日本大震災
大船渡市は2011年3月11日東日本大震災では10ｍの

大津波が押し寄せ、最大遡上高は16ｍを記録しました。
津波襲来まではマグニチュード9の大地震から30分ぐら
いの間が有り高台へ避難した方々は難を逃れましたが、
津波の恐さを知らない人は行動が遅かったり、現代人ら
しく車輌避難にこだわったりしたことが大きく災いした方
が多数いました。
高台から見た大津波は、押寄せる津波の勢いが凄ま

じく、後から後から更に大波が重なることから、押す力と
勢いは増幅されますので、更に威力が増大され、津波の
正面に在る物体は全て破壊されました。
大津波が襲った後の引潮の跡には、瓦礫の山で家々

は原型を留めず、車輌はねじ曲がって大事故の様相でし
た。貴法人は清流を慈しみ美しい日本国を目指す会と思
いますが、清流も濁流も水であり、水の恐さも一考に値す
るものであり、次世代の命を守る教育には欠かせないも
のと思います。

3. 水は心も洗い流す
震災当日から寒かったですが、炊出しも始まりました。
避難所にはお年寄りも多数居ましたから、薬剤を飲むに
も水が必要ですが、水道は断水していました。
貯水池や湧水そして井戸水を利用しますが、避難所

からは貯水池が近かったので、ポリタンクへ水を汲んで
煮沸して使用しました。顔を洗ったのは1週間後で、お湯
を沸かして使いましたが、スッキリ感は心まで洗い流すも
のであることを知りました。水は心の中までも洗い流してく
れ、再出発を誓う心の切り替えを後押ししてくれますから、
ありがたいと感じ入りました。
私の家は海抜8ｍに建っており、大規模半壊の被災で

したが、原型を留めており即座に大修繕を決意しました。
4月早々に地元の建設会社へ依頼したところ、震災後一
番早い修繕依頼であると言われました。
私の依頼が早かったのは、家の中の瓦礫撤去と濁流

が残した厚みが10㎝は有ろうかと思える土砂のかき出
し、そして水で洗い流す清掃作業が順調に進んだ結果
です。親戚の手伝いもありがたい事でしたが、何よりも水
道水が生きていたことは作業を円滑に進める原動力とな
りました。被災した国道45号線沿いの家（全壊し取り壊し
ました）の水道管は本管近くからの取水らしく、断水はな
かったのです。その水道水は水道管の残水と思いました
から、いずれ止まるであろうとの思いがあり、家の中の泥
を洗い流す為、時間との勝負と思い懸命に洗い流しまし
たが、水道水は止まることなく我家の断水が解除される

水への感謝

大船渡魚市場株式会社
専務取締役　佐藤 光男

復興と水
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まで出続けてくれました。近隣の家々の方も食器や靴等、
思い思いに洗うことができ、かなり重宝しました。私の家に
は大きな土瓶もあり、水を溜めることもできたので、食事仕
度、食器洗、二階の水洗トイレにも使用でき、水があること
で貯水池まで水汲みに行くことも必要なくなり、心にも余
裕ができました。

4. 水と火は明日への活力になる
人間の歴史は、ある意味「水」と「火」を司ることの歴
史でもありますが、震災時は水をお湯にするには直火が
必要で、文明の先端を行くオール電化は無用の長物と
化していました。火は炭、練炭、豆炭、それらへの着火方
式はマッチでした。もちろん、ライターも使用しましたが、禁
煙者はマッチ以外には考えられない状態でした。暖を取
る炬燵には豆炭を使う「あんか」が有効で、子供が炬燵
に入っても危険が無い訳です。炭、練炭は水の煮沸に使
い、お湯の確保で髪や身体を洗うことができました。家の
一階の各部屋を仕切る襖や戸は全て全壊、畳も無い状
態ですから、寒風は容赦なく家中を素通りします。カーテ
ンで居間を仕切り、寒風を遮断する方法が一番手っ取り
早い方法でした。居間で暖を取るにも「練炭」「豆炭」「あ
んか」は大活躍でした。ベビー用品の湯船に熱いお湯を
入れ、水を調合し適温で湯船を満たし、石鹸・シャンプー
使用後の洗い流しに使います。サバイバルな生活では、
一日の汚れを洗い流すことで心身がリセットされますか
ら、明日への活力が甦ったものです。

5. おわりに
水は人間に不思議な力を与えてくれます。私の母親は
大正11年生まれで5月に享年98歳で亡くなりましたが、晩
年は昔の話をよく聞かされました。
母が嫁いできた当時の生活用水は井戸からの取水で

した。我家の50m以上も離れた井戸から天秤竿に桶を
二つ吊るして肩で担ぎ上げる方式で往復10回運ぶこと
が夕方の日課です。平坦な道では有りませんから雪の日
は長靴が滑るので縄を巻いて坂を昇降する作業になり
ます。まさに、国民的人気の朝ドラ「おしん」の生活です。
その母は、水道管が引けて蛇口から水が勢いよく出てき
た時は、「嬉しくて・嬉しくて、鍋釜を何回も何回も洗った。」
と繰り返し・繰り返し言っていました。その時の思いを死
に直面するまで忘却しなかったことが、現代生活に慣れ
ている私達とは計り知れない重要な違いが有ると感じま
す。水という当然に在る物が無かった訳ですから、生活
様式は全く違うものでした。水が家の中に引けたことで、
どれだけ生活が豊かになったことか。亡き母へ想いを馳
せ、水に感謝しながら大切に使用したいと思います。
余談ですが、当社は殺菌海水からシャーベット氷を精
製し、魚群の品質管理に使用しています。海水の真水部
分を分離して氷として精製する仕組みです。無尽蔵な海
水から氷を精製することで、水道水を使用していないとこ
ろに意義ありですかね。



復興と水

福島県の河川・湖沼と水産業
福島県には、県の中央部から宮城県まで流れる阿武

隈川や、会津地方から新潟県に至る阿賀川を始めとした
多くの河川が流れ、全国で第３位の河川延長距離を有し
ています。また、猪苗代湖や裏磐梯湖沼群、沼沢湖など
の天然湖沼や、奥只見湖や田子倉湖、かんがい目的の
ため池など、人工湖も多く存在しています。これらの多様
な水面に応じた水産業が営まれており、地域固有の伝
統食文化の醸成や、遊漁を通じた観光産業にも大きく貢
献してきました。河川では、源流～上流域のイワナ類やヤ
マメ、中流域ではアユやウグイなどが主な対象となってい
ます。また、湖沼では、裏磐梯湖沼群や田子倉湖のワカ
サギ、沼沢湖のヒメマス、猪苗代湖のウグイやフナを対象
とした漁業や、ため池を活用した食用コイ養殖などが行
われています。中でもコイ養殖は、震災前における生産
量が全国２位（1,059トン、平成22（2010）年）となるなど、
有数の産地となっています。

原発事故の発生とモニタリングの開始
平成23（2011）年３月に発生した東日本大震災は、福

島県の内水面水産業に大きな打撃となりました。特に、
東京電力福島第一原子力発電所事故（以下、原発事
故）による放射性物質は、福島県や近隣県の広範囲に
飛散・降下し、水生生物も汚染され、極めて深刻な影響
を長期間にわたり及ぼすこととなりました。国は、食品に含
まれる放射性物質の基準値（事故直後は暫定規制値）
＊注１を定め、これを超過する食品を流通させないため、出
荷を制限する措置を取りました。この「食品」に、養殖業
で生産した魚はもとより、河川・湖沼で採捕した魚も出荷
制限の対象となりました。すなわち、漁業者が販売目的で

採捕することだけではなく、一般の釣り人が漁業協同組
合から遊漁券を購入し遊漁を行うことも制限の対象と整
理されました。そのため、基準値を超える魚が確認された
場合は、漁業者による漁業と併せて、漁業協同組合が取
り扱う遊漁券の販売も停止する必要が生じたのです。こ
の確認検査は、県による「緊急時環境放射線モニタリン
グ」（以下、モニタリング）において実施することとなり、平
成23年３月以降、県内の漁業協同組合に魚介類の採捕
協力をいただきながら放射性物質の検査を開始し、平成
30（2018）年度末までに5,796検体を検査しました。なお、
東京電力福島第一原子力発電所（以下、第一原発）に
近い、浜通りの中央に位置する双葉地区では、立入等が
制限されてきたため、未だにモニタリングを実施できてい
ません。

＊注１… 134Csと137Csの合計で100ベクレル/kg（暫定規制値は500
ベクレル/kg、平成24（2012）年３月まで）

淡水魚が放射性セシウムに汚染される要因
淡水魚が放射性セシウムに汚染されるメカニズムに

ついては、原発事故前から複数の知見があり、事故後も
様々な研究機関により研究が進められています。解明さ
れていないことも多く残っており、後述の取り組むべき課
題となっていますが、ここでは現在考えられているメカニ
ズムについて概要を説明します。
魚への放射性セシウムの移行は、主に餌と水からと考

えられています。河川水の放射性セシウムは、原発事故
後すみやかに流下したために濃度低下が進みました。
淡水魚は、体内の浸透圧維持のために水をほとんど飲ま
ないことから、水からの放射性セシウムの移行は、魚体内
の放射性セシウム濃度に大きな影響を与えていないと考

原発事故から８年が経過した福島県に
おける内水面水産業の現状と課題

福島県内水面水産試験場
調査部長　早乙女 忠弘
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えられます。一方、流域の森林など周辺環境に降下した
放射性セシウムは、有機物などに吸着・体積したまま残っ
ており、未だに食物連鎖などを介し、餌として魚体内に取
り込まれています。
淡水魚で特徴的なことは、海水魚に比べて濃度の低
下が遅いことです。海水魚は、淡水魚とは逆に海水を大
量に飲むために、原発事故直後に第一原発から放出さ
れた汚染海水の影響で魚体内の放射性セシウム濃度
が上昇しました。しかし、海水や環境の清浄化に合わせ
て魚体内の濃度も低下が進み、現在ではモニタリングで
もほとんどが不検出となっています。内水面は、海面と比
べて未だに深刻な状況なのです。

福島県の内水面魚介類における放射性物
質濃度の推移
表は、内水面魚介類のモニタリン

グ検体数を養殖魚と天然魚に区分
し年別に示したものです。養殖魚
は、事故から２年目の平成24年度ま
ではわずかに基準値を超える検体
もありましたが、その後は１件も超過
がありません。飼育下では放射性
セシウムの汚染が無い餌料を与え
られるので、魚が汚染されにくいの
です。一方、天然魚は、事故のあっ
た平成23年度は半数を超える検体
で基準値を超過し、多くの河川・湖
沼で出荷制限指示などが発出され
ました。その後、基準値を超過する
検体数は時間の経過とともに大きく

減少し、事故から５年目の平成27（2015）年度においては
検体数全体の１％前後で推移しています。図１は、天然
魚のモニタリング結果である放射性セシウム濃度の推移
（平成31（2019）年４月11日公表分まで）を３方部（会津
地方、中通り地方、浜通り地方）ごとに示したグラフです。
平成27年以降、会津及び浜通りでは基準値超過は無く、
中通りの河川である阿武隈川で基準値超過がみられま
した。
モニタリング結果をもう少し詳しく見てみます。図２左

は、文部科学省が原発事故後の平成23年に実施した
航空機モニタリングによる放射性セシウムの測定結果で
す。汚染は、第一原発から北西方向に延び、さらに中通
り地方を南に延びています。この汚染状況と魚の汚染
は比較的良く一致することが報告されています。そこで、
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表　福島県における内水面魚介類のモニタリング検体数の推移 （単位：件、％）

図１　福島県における天然魚の放射性セシウム濃度の推移
横軸は検体採取年、縦軸は放射性セシウム濃度（対数目盛）を示す。



図２右のとおり、河川・湖沼水域を図３左の汚染状況に
合わせ、便宜上２つのエリアに区分しました。このエリア
ごとに、モニタリング結果をアユ、マス類（イワナ及びヤマ
メ）、コイ科（ウグイ、コイ及びフナ類）の主要魚種で整理
したものが図３です。直近の平成30（2018）年では、いず
れのエリア、魚種も50ベクレル/kg以下がほとんどです
が、エリアⅡのマス類で50ベクレル/kgより高い検体が1
割程度みられ、基準値超過も全てマス類でした。このこ
とは、後述する出荷制限指示の解除に向け、大きな課題

となっています。
また、モニタリングを実施できていない第一原発周辺の
河川・湖沼では、県や大学、国の研究機関等により研究
目的の調査が実施され、魚の汚染状況も概ね把握され
てきました。魚の放射性セシウム濃度は、時間経過ととも
に低下する傾向はみられるものの、河川によっては基準
値をはるかに超える数千ベクレルという濃度が、震災後８
年を経過した現在でも検出されており、深刻な汚染が続
いているため漁業再開の目処は全く立っていません。

内水面魚介類の出荷制限指示等
出荷制限指示は、モニタリングの結果を
踏まえ、基準値を超過した魚種や水域に関
して発出されますが、令和元（2019）年7月
現在における出荷制限指示の状況は、図4
のとおりです。魚種ごとに、制限が指示され
た水域を赤色で表示しています。事故から
8年余りが経過した現在においても、これだ
けの広い水域で出荷制限が指示されてい
ます。出荷制限指示の解除には、指示の出
された水域において十分な数の検体を測
定し、基準値を下回っていると国に判断され
ることが必要です。これまでに、阿賀川のイ
ワナやウグイ、猪苗代湖のウグイ、久慈川の
ヤマメなどで解除が進み、最近では令和元
年8月に阿武隈川でアユ及びコイが解除さ
れました。
出荷制限指示が長引く理由は、モニタリン

グで基準値超過が未だにみられていること
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図２　原発事故後の放射性セシウム汚染状況と河川・湖沼水域のエリア区分

図３　福島県における天然魚の放射性セシウム濃度の推移
横軸は検体採取年、縦軸は濃度区分ごとの出現頻度を示す。



が最大の要因ですが、別の課題もあります。出荷制限指
示の解除には、指示の出された水域において十分な数
の検体を調べる必要がありますが、それだけの魚を集め
ることが難しい場合があるのです。出荷制限指示により、
漁業協同組合は漁業を自粛していますが、長引く自粛の
中で、漁場や漁法を熟知する漁業者の高齢化、若手漁
業者の減少等により、技術や漁場の継承などが困難にな
りつつあります。そのため、モニタリングでは基準値を大
幅に下回っているものの、検体数が少ないために出荷制
限指示の解除に至っていない水域もあります。
なお、内水面の出荷制限指示は、福島県だけではな

く、岩手県、宮城県、栃木県、茨城県、千葉県でも一部の
魚種で継続しています（令和元年７月現在）。

放射性物質関連研究の実施と復興に向け
て取り組むべき課題
喫緊の課題である内水面漁業（天然魚を対象とする
漁業）の再開には、現段階での汚染状況を知るための
モニタリングの実施と並行して、原発周辺地域を中心と
した放射性物質による魚の汚染状況把握といった面的
な広がりの詳細把握と、汚染メカニズムや汚染要因の推

定といった「なぜその濃度になるのか」の科学的根拠の
提示が不可欠です。そのため、福島県内水面水産試験
場は、大学や国の研究機関等と連携しながら、これらの
課題解決に向け今も取り組んでいます。内水面魚介類
の面的な汚染の広がりについては、おおむね明らかにな
りましたが、中通り・阿武隈川水系のマス類でごく低頻度
ではあるものの基準値超過が未だ出現する要因の解明
や、高濃度の汚染が続き漁業再開の目処が立っていな
い、第一原発周辺における内水面漁業の再開可能時期
の推定など、解決すべき課題は未だに多く残っています。
また、行政的な課題でもありますが、内水面漁業の再
開には、出荷制限指示の解除をいち早く進めることが必
須です。これとセットとして、第一原発周辺など長期的な
汚染が懸念される水域において漁場や漁業者、担い手
をどう維持するのかも検討していかなければなりません。
いずれも、内水面漁業を担う漁業協同組合の維持・復興
に関わる問題であり、漁業者や漁業協同組合など関係
者だけではなく、県内外の遊漁者や地域住民などの理解
も得ながら、解決に向けて取り組んでいく課題と考えてい
ます。

H27.9.30 

H27.9.30 H29.4.27 R 8.28

R 8.28
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図４　福島県における内水面魚介類の出荷制限指示等の状況（令和元年８月現在）
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復興と水

大日本水産会から水産について学び、平成17年6 月、
特定非営利活動法人「水産衛生管理システム協会」を
設立した。
平成17年11月から2年間、スラリーアイスによる水産物

の鮮度管理の実験を行ったのが水産業界について学ぶ
第１歩であった。

大船渡魚市場の立て替え
まず、水産業界にもグローバル化により厳しい改革を求
めて来る時代到来とみて、老朽化が進む大船渡魚市場
の立て替えが来るとみて建設会社勤務の経験を生かし
て水産業界への参入を考えた。
平成23年3月11日、東日本大震災により東北海岸は甚
大な被害を受け、大船渡魚市場も津波で機能が果たせ
なくなり、大船渡魚市場の関係者は「考えるだけではダメ
だ。即実行だ。」と、いち早く新魚市場建設に向けて突き
進んだが、大船渡湾へ流入した津波の水量の勢いと強
さは、昭和35年5月のチリ地震津波と大違い。大船渡の
街並みは総て崩壊した。被災の状況を聞いて心やり切
れず。辛い体験談を聞くばかりだった。
しかし、15年かけて新魚市場の建設が日本一新しくな
ったので、ソフト面での協力をすることになった。

入札方法式を紙から電子へ移行
広い卸売場内を無線ランで結び、場内のどこからでも

入札可能にし、計量値も、入札受付も、入札やセリの結果
もタブレットを駆使して、売価と買受人が決定すれば自主

的に水揚げ仕切り書や販売通知書が出来上がり、市場
の値段、債務や水揚げデータが瞬時に決着する仕組み
で、ホームページにもさまざまな仕掛けをしている。

漁獲・陸揚げデータ提供システム
大船渡魚市場で漁獲・陸揚げデータ提供システム

（CALDAP）の実証を行っている。
CALDAPは漁船名や漁獲水域・漁具・漁法・漁獲量・
水揚げ港など、諸外国に輸出する際に求められる履歴
や証明書をデータで提供する機能を持つようになる。魚
市場がこのシステムを取り入れたことで、各買受業者は自
分が仕入れたロットのデータや証明書をダウンロード出来
るようになった。

未利用魚の活用
東北の海で年間を通して漁獲される魚でありながら、

夏季には殆ど需要が無いドンコを原材料にした「どんこ
揚げかまぼこ」として北里大学海洋生命科学部などによ
って商品化された。

三陸・大船渡夏まつり
本年8月3日の夜、大船渡湾内の台船から8,000発もの

花火が打ち上げられた。
東日本大震災の復興が進む大船渡の中心市街地に

希望あふれた光を照らし、夜空に色鮮やかな大輪が次々
と開花した。

8,000発の花火に思うこと
～大船渡魚市場新設に携わって～

NPO法人水産衛生管理システム協会
理事長　鈴木 廸雄
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水揚げされる魚は鮮魚でも活魚でもない。カチカチに
凍った大量のカツオやマグロ類。コンベアやクレーンで大
型船から運び出された先には保冷車が待っており、その
まま冷凍庫へ。その後、市内のあちこちにある鰹節、缶詰
工場などへと運ばれ商品化されていきます。焼津は一大
水産都市です。
そんな焼津には魚以外にもいくつかの宝があります。

そのひとつが“水”。何しろ焼津は大井川が長い長い時
間をかけて運んだ土砂が堆積してできたところ（志太平
野）、つまり大井川が造ってくれたまちなのです。市内には
至る所で湧水が出ており、住民はその水を飲み水にして
います。またその昔は大井川であったであろう地域を流
れる川を利用して農業用水としても、以前にはウナギ養
殖用の水としても利用されてきました。将来、水不足が危
惧されるなか、焼津の住民は贅沢な生活をさせてもらっ
ているといえましょう。
ところが最近、不安なニュースが入ってきました。リニア
新幹線が大井川の水源である南アルプスにトンネルを通
す計画を進めています。水への影響はトンネルを掘って

みなければ分からないとのこと、大変無責任な話です。
影響が出てからでは遅いのです。それでなくても上流の
ダムによる水の堰き止めは、発電の他、工業用水や農業
用水、飲料水として使われており、その分水量の減少、流
出土砂の減少に繋がっています。
この影響は焼津市民にも及ぶことになって来ます。宝
である湧水量の減少または出なくなることへの心配で
す。なってからでは取り返しがつきません。ならないように
守ることが肝要です。
さらに心配するのが“海岸侵食”。和田浜海岸から一
色海岸にかけて、６０年前と比べて約１００ｍは削られて
おり、現在も進行中です。テトラポットなどで補強をしてい
ますが、根本的な解決策にはなりません。このままでいく
と、いずれ志太平野は「志太湾」となり、平野の海岸部分
にある焼津は、海中へと没して行くことになるでしょう。
川の持つ潜在的な機能を無視し、産業発展のみに傾
注した結果は、結局地球を壊し、人類を脅かすことに繋
がっていきます。今からでも遅くはありません・・・。

水のまち 焼津

静岡県立焼津水産高等学校
元校長　長谷川 勝治

市内に湧き出る 大井川からの湧水 海岸侵食が進む和田浜海岸
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活動報告

私は新潟県職員として県内の多くの河川に係わり、特
に能代川流域における地域づくりやその活動に永年係
わってきました。県を退職した今でも能代川流域の皆様と
交流を続けさせていただいています。
今回はこうした立場から、能代川における地域づくりへ

の取組みとその恵みについて紹介いたします。

能代川について
能代川の源は五泉市村松地区の宝蔵山（標高897

ｍ）で、五泉市、新潟市秋葉区市街地を流れ、小阿賀野
川に合流する流域面積約140km2、流路延長33kmの
信濃川水系の一級河川です。能代川はかつて「九十九
曲（くじゅうくまがり）川」といわれるほど屈曲が多く戦後直
後から河川改修が行われて来ましたが、大雨のたびに
氾濫し流域住民に大きな被害を与えてきました。

能代川の災害復旧と地域づくり
平成12年７月の集中豪雨により、当時の五泉市、村松町

（現五泉市）を中心に能代川やその支川が溢水し、大きな
被害を受けたことから、災害関連事業で河川改修が促進
されました。これにより五泉市内では能代川の河川幅が3
倍にも広がり、これまでなかった河川敷も生まれました。

能代川における蛇行の様子（出典：新潟県）

五泉市

こうして新たな川に生まれ変わる能代川を軸に地域活性
化を図るため、平成14年に新潟県新津土木事務所（現
新津地域整備部）主催で「能代川の堤防活用」をテーマ
としたワークショップを開催しました。約30名の地域住民
の皆様に参加していただき、既に整備することが決まって
いた「能代川サイクリングロード（りんりんロード）」を利用
した地域間の相互交流などについて提案・提言等が行
われました。
さらに新津土木事務所ではこうした能代川を通じた活
動をさらに深め「賑やかな水辺空間」にしたいと考え、市・
町職員、地域住民によるワークショップを平成16年に開催
し、能代川の利活用計画を作成しました。
この利活用計画をベースに、「にいつ桜の会」による

「能代川の桜並木」、「川を活かす会」による「しんかな
菜園」、「九十九曲りの会」による「能代川親水公園（ビオ
トープ）」が整備され、現在も利用されています。

能代川のサケと豊かな水辺空間づくりへの
取組み
能代川ではこうした地域づくりの取組みが始まる以前

から、能代川流域の自然環境を守りたいとして「能代川
サケ・マス増殖組合」が30年近く前からサケの増殖に取
り組んでいました。その成果により平成14年に統計上初
めて能代川でのサケの捕獲数が計上され、その時は437
匹でした。
新津土木事務所では能代川河川改修に際して「能

代川サケ・マス増殖組合」、「能代川の魚を考える会」と
連携しワークショップを平成16年に開催しました。ここで
は能代川を「豊かな水辺空間」とするために「魚の住み
やすい環境をどのように作り、再生させるか」に議論さ
れ、その結果に基づきサケ捕獲施設と交流広場の整備

能代川　地域づくりへの取組みと恵み

元新潟県村上地域振興局長
田邉 敏夫
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に地域住民とともに手作りで取り組みました。
こうした取組みもあり、能代川でのサケ遡上数は次第
に増加し、平成27年は8,902匹が捕獲されました。現在能
代川では毎年約100万尾のサケ稚魚を放流しており、そ
の回帰率は１％近くになっています。

“楽新保広場”とウライ・水路・捕獲用カゴ

能代川水辺公園“楽新保広場”
（五泉市新保地内）
サケ捕獲施設に隣接したこの広場の整備にはワークシ

ョップに係わった多くの地域住民の皆様からも協力いた
だき、平成17年秋に完成しました。五泉市新保地区にあ
ることから「楽新保（たのしんぼ）広場」と命名され、完成
式を兼ねた「能代川鮭祭り」には、「日本の水を守る会」の
３代目会長をされた桜井新参議院議員（故人）にもお祝
いに駆けつけていただきました。
能代川を遡上してきたサケを捕獲するために、「ウラ

イ」と呼ばれる柵が秋には設けられています。ウライにより
上流に行けなくなったサケは、河川敷に作られた水路を
遡上し、水路上流端に設置された捕獲用カゴに誘導さ

れ、そこで捕獲されます。11月から12月初めに掛けて、こ
の水路を遡上するサケを見ることができます。
この広場では毎年11月中旬の日曜日に能代川サケ・マ
ス増殖組合主催で「能代川鮭祭り」が開催され、子供を
対象とした「サケのつかみ取り大会」が行われ、サケ汁な
どが振る舞われます。

葛飾区との交流の始まり
今、能代川を通じた新たな交流が始まっています。
「葛飾の水をきれいにする会」齊藤徳好会長のご尽力
により、葛飾区の小学校での能代川で捕れたサケの受
精卵ふ化と飼育観察、稚魚の能代川への放流などの交
流が始まりました。
さらにこうした交流をきっかけに葛飾区と五泉市との交
流も始まり、包括協定も結ばれました。令和２年春には新
潟県県花である五泉市特産のチューリップが葛飾区柴
又の江戸川河川敷を彩ることも決まっています。
こうして能代川を通じた交流が広がっており、能代川
流域がこれからも元気であり続けることを願い、私も微力
ながらお手伝いできればと考えております。

能代川鮭祭り（サケのつかみ取り）
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活動報告

川の学習から環境学習へ

「いくつもの　川が流れる　水のまち」
これは、平成２４年に発行された「かつしか郷土かる
た」の「い」の読み札に書かれている一句です。水と緑に
囲まれ、人情味豊かで文化的な遺産も豊富な郷土葛飾
に、誇りを持ち続けてほしいという願いから生まれたもの
です。この「いくつもの川」は、葛飾区内を流れる江戸川、
中川、新中川、綾瀬川、荒川などをいい、地図を広げてみ
ても、生活の近くに川が存在していることを感じます。私が
現在勤務する学校近くには、荒川が流れており、毎年、川
の風景と秋風を体いっぱいに受け止めながら、河川敷で
の全校児童マラソン大会を実施しています。また、５年生
は、「葛飾の川をきれいにする会」の皆様のご指導を受け
ながら、環境学習を進めています。自分たちの生活と隣り
合わせの川を眺めながら、採水した川の水質検査をしま
す。水の臭いをかぎ、水の臭いの有無や種類を調べたり、
酸性・アルカリ性のＰＨ測定をしたりします。また、水中生物
や微生物の生息と深い関係のある溶存酸素量（ＤＯ）や
水中の汚染を酸化して無害とするために必要な酸素の
量（ＣＯＤ）について、試薬を使って調べます。さらに、川の
水の透明度も調べます。このような実験（体験学習）は、
子供たちにとっては初めての学習であり、きれいな川とは
どのような川なのか、きれいな川が生物や他の環境とどの
ようにつながっているのかなどを考える機会となります。こ
のほか、5年児童が巡視船で下りながら荒川を観察する
学習は、川の様子、川に生息している生物や水辺の植物

などについて川から見るという視点で学ぶことができまし
た。最近、世界でも大きく問題意識が高まってきた「プラス
チックごみ」についても自然環境保持・改善の視点で、子
供たちが自分の生活の仕方を見直しています。

学習後の5年児童の感想（一部抜粋）
海や川にごみがあると海や川の生き物が死んで
しまうと聞き、とてもショックでした。私たち
ができることをして、きれいな川を守り、生物
の命を守りたいと思いました。

川と生命の学習
～サケの孵化、稚魚の放流と能代川との出会い～

　葛飾区と新潟県五泉市との交流が始まり、本校では、
１１月下旬から３月上旬までの期間、４年児童を中心に五
泉市から頂いたサケの卵を育てる学習を展開していま
す。３月の五泉市能代川への放流を思い描きながら、水
の管理、孵化から稚魚の成長までの観察を継続してい
きます。成長の喜びや発見、生きる厳しさを感じ、生命と
環境の密接な関係を学んでいます。この４年生での学習
が、５年生の川の学習へつながり、さらに、多様な視点をも
った環境学習へと広がっています。
「川」や「水」に関わる体験学習は、本校の環境学習
の原点です。体験から感じたことを日常や未来のレベル
で考え、アクションを起こすことのできる子供として育ってく
れることを期待しています。

いくつもの　川が流れる　水のまち

葛飾区立南綾瀬小学校
校長　風澤 明子
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総会・理事会開催報告

役　名 氏　名 所　属
会 長 理 事
副会長理事
理　　　事

〃
〃
〃
〃
〃

監　　　事

米長　晴信
齊藤　徳好
遠藤　進
佐藤　英夫
望月　幸三
三浦　渉
佐藤　美由紀
宮内　康子
吉﨑　清

元参議院議員
葛飾の川をきれいにする会　会長
公益社団法人 日本水産資源保護協会　専務理事
鳥取県内水面漁業協同組合連合会　代表理事会長
滋賀県漁業協同組合連合会　代表理事会長
大分県の水をきれいにする会　会長
株式会社富田屋　役員
株式会社沿岸生態系リサーチセンター　代表取締役
一般社団法人 地域振興協会　代表理事

一般社団法人 日本の水を守る会　役員名簿 （順不同）
（令和年９月１日現在）

平成31年度（令和元年度）第1回理事会
　平成31年度（令和元年度）第１回理事会は、6月２６日
（水）午後4時30分から東京都港区赤坂の（一社）大日
本水産会会議室で開催され、定款第３０条の規定により
米長会長が議長となり、各議案について審議されました。
議案は次のとおりです。
第1号議案  平成３０年度業務報告及び収支決算報告

承認の件
第2号議案  平成３１年度業務計画及び収支予算案決

定の件

第3号議案 役員改選の件
第4号議案  平成３１年度（令和元年度）会費の賦課及

び徴収方法決定の件
第5号議案  平成３１年度（令和元年度）役員報酬決定

の件
第6号議案  平成３１年度（令和元年度）借入金限度

額決定の件
　以上の議案について審議し、第１号議案から第6号議
案まで第４６回通常総会に諮ることが了承されました。

第46回通常総会
　第４６回通常総会は、平成31年度（令和元年度）第１
回理事会に引き続き、午後5時から同会議室で開催され
ました。米長会長を議長に選出し、議事を進行しました。
議案の審議概要は次のとおりです。
○１号議案  平成３０年度業務報告及び収支決算報告

承認の件
　　●　 平成30年度決算は公益法人会計基準に基づいて

作成され、事業活動収入1,425千円、事業活動支出
1,736千円で投資活動収支、財務活動収支を合わ
せた当期収支差額は-311千円となった。

　　●　 平成30年度の決算各項目について、平成31年4月
26日吉﨑清監事が監査を行った結果について「適
正且つ正確なものである」との監事監査報告がなさ
れた。

○2号議案  平成３１年度（令和元年度）業務計画及び
収支予算案決定について

　　●　 平成31年度（令和元年度）の業務計画は、米長会
長より昨年度に引き続き新規事業の実施、他団体と
の交流などを通じ、新会員の獲得、収入の確保を目
指したい旨の説明がなされた。

○3号議案  役員改選の件
　　●　 米長会長より、理事及び監事が任期満了になること
を説明し、議案書の「役員改選の件」にある理事、
監事候補者について説明し、承認を求めたところ、
原案どおり承認可決した。

○4号議案  平成３１年度（令和元年度）会費の賦課及
び徴収方法決定の件

　　●　 定款第７条の規定に基づき会費の額及び納入期日
を決定した。

○5号議案  平成３１年度（令和元年度）役員報酬決定
の件

　　●　 平成３１年度（令和元年度）常勤役員報酬は、無報
酬とした。

○6号議案  平成３１年度（令和元年度）借入金限度
額決定の件

　　●　 平成３１年度（令和元年度）の借入金限度額は、１，
０００万円以内とした。

　審議の結果、これら１号議案から6号議案まで全て承
認されました。なお、第４６回通常総会で承認された議案
と役員名簿は会員に送付しております。



私は幼少期から海が好きです。祖父母の家が
九十九里にあるので、幼い頃から毎年夏休みは
九十九里で過ごしていました。砂だらけになりなが
ら浅瀬で泳いだり浮き輪で遊んだりボディボードで
遊んだり、潮干狩りをしたり地引き網に参加したり、と
楽しい思い出が沢山あります。間違えて海の水を飲
んでしまったときのしょっぱさや怪我に海水がしみた
痛みさえ、今では懐かしく大切な思い出になってい
ます。
なかでも海の一番好きなところはその広さと音で
す。九十九里の砂浜に立って海を眺めるとどこまで
も広がる海に吸い込まれそうな感覚におちいりま
す。目を閉じると波の寄せる音が心地よく響きます。
皆さんは砂浜の大きな巻貝を拾って耳に当てたこと
はあるでしょうか？巻貝の中の音は海の音、と幼い頃
に聞いたことがありますが、本当にざーっという波の
音が聞こえてくるように感じるのです。懐かしく気持
ちの安らぐ音です。
そんな素敵な海なのですが、残念なことに近年海

に遊びに来る人が少なくなっているように感じます。
砂まみれになりながらはしゃいだり美味しい海の恵
みをいただいたり海には楽しいことが沢山あります。
何より私達を包み込むような雄大な海が待っていま
す。朝、昼、夕方と刻一刻と姿を変える美しい海をぜ
ひ砂浜から眺める楽しみを多くの方に知っていただ
きたいと願います。

私は海に関してもうひとつ心配していることがあ
ります。それは砂浜が失われてきていることです。こ
れは九十九里浜のことなので一概には言えないか
もしれません。砂浜が失われる原因のひとつとして、
沖にある防波堤や消波堤などの人工物に注目が
集まっています。人工物により元々の水の流れが変
わってしまい、砂が堆積せずに流れてしまうようにな

ったのだそうです。そのことを考えると同じことが日
本の他の浜でも起こっているのではないかと思いま
す。東日本大震災などでの津波の被害を考えると
防波堤などの大切さはいうまでもありません。しかし
砂浜の生態系や砂浜があるからこそ楽しめる様々
なこともあります。砂浜を守るために私達にできるこ
とは何かないものでしょうか。

先ほど海の恵みと書きましたが、先日インターナシ
ョナルシーフードショーに出席しました。試食させて
いただいた天然マグロの味が濃く美味しかったこと
が印象的でした。天然の魚介類は大切に利用すべ
き限りある資源です。そのための取り組みの一つが
MELです。限りある水産資源の保全を目的とした
制度で、導入を進めることで日本の
水産資源の海外市場進出なども
進められるそうです。私もミス日本
のファイナリスト向けの勉強会
でブルーシーフードを学びまし
た。ブルーシーフードは天然の
資源量が比較的豊富な海産
物のことを指し、そういった
海産物を積極的にいただ
こうという取り組みです。
MELのついた魚介類
やブルーシーフードをい
ただくなど少しの心がけ
が水産資源の保全に
繋がります。私も海
や水の恵みに感
謝し日常でで
きることから始
めたいと思い
ます。

2019ミス日本「海の日」　髙橋 梨子

随想

私 達 の 海
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第147号 23

一般社団法人 日本の水を守る会　会員名簿
（順不同）

名　称
（社）十勝釧路管内さけます増殖事業協会 河口湖漁業協同組合 日野川水系漁業協同組合
阿寒湖漁業協同組合 本栖湖漁業協同組合 神戸川漁業協同組合
（社）北見管内さけ・ます増殖事業協会 桂川漁業協同組合 神西湖漁業協同組合
西網走漁業協同組合 安曇漁業協同組合 吉井川漁業協同組合
浅瀬石川漁業協同組合 魚沼漁業協同組合 福山市芦田川漁業協同組合
青森県内水面漁業協同組合連合会 能生内水面漁業協同組合 神之瀬川漁業協同組合
小国川漁業協同組合 信濃川漁業協同組合 江の川漁業協同組合
両羽漁業協同組合 荒川漁業協同組合 三段峡漁業協同組合
日向荒瀬漁業協同組合 敦賀河川漁業協同組合 木野川漁業協同組合
北上川漁業協同組合 耳河川漁業協同組合 山口県内水面漁業協同組合連合会
大涸沼漁業協同組合 石川県内水面漁業協同組合連合会 加茂川漁業協同組合
大北川漁業協同組合 黒部川内水面漁業協同組合 岩岳川漁業協同組合
群馬県漁業協同組合連合会 安倍藁科川漁業協同組合 矢部川漁業協同組合
那珂川南部漁業協同組合 大井川非出資漁業協同組合 白川漁業協同組合
栃木県鬼怒川漁業協同組合 気田川漁業協同組合 大分県の水をきれいにする会
渡良瀬漁業協同組合 菊川改修期成同盟会 椎葉村漁業協同組合
社団法人 市原市観光協会 寒狭川上流漁業協同組合 姫路エコテック株式会社
全国漁場環境保全対策協議会 津保川漁業協同組合 株式会社沿岸生態系リサーチセンター
公益社団法人 日本水産資源保護協会 高原川漁業協同組合 一般社団法人 地域振興協会
公益社団法人 日本観光振興協会 丹生川漁業協同組合 能代川サケ・マス増殖組合
全国連合小学校長会 飛騨川漁業協同組合 環境デザイン株式会社
一般社団法人 全国さけ・ます増殖振興会 滋賀県漁業協同組合連合会 株式会社特研工業
港区釣魚連合会 廣瀬漁業協同組合 株式会社井本組
葛飾の川をきれいにする会 内川をきれいにする会 株式会社シモモト
東京東部漁業協同組合 熊野川漁業協同組合 イワタ建設株式会社
恩方漁業協同組合 紀ノ川漁業協同組合 美保テクノス株式会社
神奈川県内水面漁業協同組合連合会 兵庫県内水面漁業協同組合連合会 株式会社ティー・エム・エス
相模川漁業協同組合連合会 武庫川漁業協同組合 ジャパンマリンポニックス株式会社
酒匂川漁業協同組合 東郷湖漁業協同組合
山梨県漁業協同組合連合会 鳥取県内水面漁業協同組合連合会

清流青湖147号をお届けします。
この度の台風による被害に遭われた方々にお見舞い申し
上げます。

豪雨、地震、台風など自然災害が、年々甚大になっているよ
うに感じられます。自分の家で安心して暮らせる日常の生活
が、どれ程ありがたいものか、改めて考えさせられます。日本と
いう国は、その地理的条件から、様 な々自然災害に見舞われ
てきました。今現在も、誰もが自然災害の被災者となり得ます。

一方で、日本は繰り返しもたらされる自然災害を乗り越えて発
展してきた国でもあります。
今回の特集で、東北の震災被害からの復興について、記

事をお寄せ頂いています。復興が着実に進んでいることが分
かります。文字にはされない苦労や困難もあったことと思われ
ますが、日常を取り戻し、さらに「震災以前」よりも前に進んで
いこうという気概を感じました。
お読み頂いた皆様にも、災害からの復興について、思いを

馳せて頂ければ幸いです。

編集後記

１４7号
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